
 

 

（入札中止）福岡県立田主丸特別支援学校通学バス（久留米コース）運行業務委託に係る一

般競争入札について 

 

 本案件は、落札者がなかったため、入札を中止します。 

 令和８年２月２６日 

                                          

 

公告 

下記業務委託について、次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年２月１０日 

福岡県知事  服部 誠太郎 

１ 競争入札に付する事項 

（１）業務名 

福岡県立田主丸特別支援学校通学バス（久留米コース）運行業務委託 

（２）業務概要 

児童生徒の登下校時の通学バスの運行及びそれに付随する業務（詳細は入札説明書の

とおり） 

（３）業務場所 

   福岡県立田主丸特別支援学校通学バス（久留米コース）運行業務を履行する上で必要

な場所 

（４）契約期間 契約締結日～令和９年３月３１日 

運行期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

２ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の

規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般

競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第２４４

号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者） 

３ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加資

格をいう。以下同じ。） 

次の条件を満たすこと。 

（１）２の入札参加資格を有する者のうち、希望業種及び等級が次の条件を満たす者 

大分類 中分類 希望業種名 等級 

１３ ０５ 
サービス業種その他 

（運 送） 
ＡＡ又はＡ 

１３ １１ 
サービス業種その他 

（その他） 
ＡＡ又はＡ 

（２）福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

（４）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３

管達第６６号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でない者 

４ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 

福岡県立田主丸特別支援学校 


